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１ 神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 政策局関係 １ 政策局関係 

手数料徴収に係る事務 
手数料 

の名称 
金額 手数料徴収に係る事務 

手数料 

の名称 
金額 

 １ （略）  １ （略） 

 ２ 政治資金規正法第

19条の16第１項の規

定に基づく国会議員

関係政治団体に係る

少額領収書等の写し

の交付 

国会議員

関係政治

団体に係

る少額領

収書等の

写しの交

付手数料 

⑴ 複写機によ

り用紙に複写

した物を交付

する場合 用

紙１枚につき 

10円 

⑵ スキャナ

（これに準ず

る画像読取装

置を含む。以

下同じ。）に

より読み取っ

てできた電磁

的記録（電子

的方式、磁気

的方式その他

人の知覚によ

っては認識す

ることができ

ない方式で作

られた記録を

いう。以下同

じ。）を光デ

ィスクに複写

した物を交付

する場合 次

に掲げる金額

を合算した金

額 

 ２ 政治資金規正法第

19条の16第１項の規

定に基づく国会議員

関係政治団体に係る

少額領収書等の写し

の交付 

国会議員

関係政治

団体に係

る少額領

収書等の

写しの交

付手数料 

用紙１枚につき 

10円 

ア スキャナ

で読み取っ

た少額領収

書等の写し

に係る用紙

１枚につき 

10円  

イ 次に掲げ

る場合の区

分に応じそ

れぞれ次に

定める金額 
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新 旧 

(ア) 当該

光ディス

クが日本

産業規格

Ｘ0606及

びＸ6281

に適合す

る直径

120ミリ

メートル

の光ディ

スクの再

生装置で

再生する

ことが可

能な光デ

ィスク

（以下

「CD-R」

という。）

である場

合 CD-R

１枚につ

き 

80円 

(イ) 当該

光ディス

クが日本

産業規格

Ｘ6241に

適合する

直径120

ミリメー

トルの光

ディスク

の再生装

置で再生

すること

が可能な

光ディス

ク（以下

「DVD-R」

という。）

である場

合 

DVD-R１

枚につき 

160円  

 ３ 政治資金規正法第

20条の２第２項の規

収支報告

書等の写

⑴ 複写機によ

り用紙に複写

 ３ 政治資金規正法第

20条の２第２項の規

収支報告

書等の写

用紙１枚につき 

10円 
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新 旧 

定に基づく収支報告

書等（同法第12条第１

項若しくは第17条第

１項の規定による報

告書、同法第14条第１

項（同法第17条第４項

において準用する場

合を含む。）の規定に

よる書面、同法第19

条の14の規定による

政治資金監査報告書

又は同法第19条の14

の２第４項の規定に

よる確認書をいう。）

の写しの交付 

しの交付

手数料 

した物を交付

する場合 用

紙１枚につき 

定に基づく収支報告

書等（同法第12条第１

項若しくは第17条第

１項の規定による報

告書、同法第14条第１

項（同法第17条第４項

において準用する場

合を含む。）の規定に

よる書面又は同法第

19条の14の規定によ

る政治資金監査報告

書をいう。）の写しの

交付 

しの交付

手数料 

10円  

⑵ スキャナに

より読み取っ

てできた電磁

的記録をCD-R

に複写した物

を交付する場

合 CD-R１枚

につき 

80円 

⑶ スキャナに

より読み取っ

てできた電磁

的記録を

DVD-Rに複写

した物を交付

する場合 

DVD-R１枚に

つき 

160円  

 ４ 政党助成法（平成６

年法律第５号）第32

条第５項の規定に基

づく都道府県提出文

書の写しの交付 

都道府県

提出文書

の写しの

交付手数

料 

⑴ 複写機によ

り用紙に複写

した物を交付

する場合 用

紙１枚につき 

 （新規） 

10円  

⑵ スキャナに

より読み取っ

てできた電磁

的記録をCD-R

に複写した物

を交付する場

合 CD-R１枚

につき 

80円  

⑶ スキャナに

より読み取っ

てできた電磁

的記録を

DVD-Rに複写

した物を交付

する場合 

DVD-R１枚に

つき 

160円  

 ５・６ （略）  ４・５ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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新 旧 

５ 福祉子どもみらい局関係 ５ 福祉子どもみらい局関係 

手数料徴収に係る事務 
手数料 

の名称 
金額 手数料徴収に係る事務 

手数料 

の名称 
金額 

 １ 児童福祉法（昭和22

年法律第164号）第18

条の18第３項の規定

に基づく保育士登録

の申請に対する審査 

（略） （略）  １ 児童福祉法（昭和22

年法律第164号）第18

条の18第３項の規定

に基づく保育士の登

録の申請に対する審

査 

（略） （略） 

 ２  児童福祉法第18条

の33第３項の規定に

基づく地域限定保育

士登録の申請に対す

る審査 

地域限定

保育士登

録申請手

数料 

4,200円   （新規） 

 ３・４ （略）  ２・３ （略） 

 ５ 児童福祉法施行令

第20条の６において

準用する同令第17条

第１項の規定に基づ

く地域限定保育士登

録証の書換え交付 

地域限定

保育士登

録証書換

え交付手

数料 

1,600円   （新規） 

 ６ 児童福祉法施行令

第20条の６において

準用する同令第18条

第１項の規定に基づ

く地域限定保育士登

録証の再交付 

地域限定

保育士登

録証再交

付手数料 

1,100円   （新規） 

 ７～９ （略）  ４～６ （略） 

６・７ （略） 

８ 県土整備局関係 

６・７ （略） 

８ 県土整備局関係 

手数料徴収に係る事務 
手数料 

の名称 
金額 手数料徴収に係る事務 

手数料 

の名称 
金額 

 １～41 （略）  １～41 （略） 

 41の２ マンションの

再生等の円滑化に関

する法律（平成14年法

律第78号）第163条の

59第１項の規定に基

づくマンションの容

積率等の特例の許可

の申請に対する審査 

要除却等

認定マン

ションの

建替えに

より新た

に建築さ

れるマン

ション又

は要除却

等認定マ

ンション

の更新が

されるマ

ンション

の容積率

等の特例

許可申請

（略）  41の２ マンションの

建替え等の円滑化に

関する法律（平成14

年法律第78号）第105

条第１項の規定に基

づくマンションの容

積率の特例の許可の

申請に対する審査 

要除却認

定マンシ

ョンの建

替えによ

り新たに

建築され

るマンシ

ョンの容

積率の特

例許可申

請手数料 

（略） 
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新 旧 

手数料 

 41の３～64 （略）  41の３～64 （略） 

９～11 （略） ９～11 （略） 
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２ 神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県条例第26号）新旧対照表 

改 正 案 現 行 

第１条～第81条 （略） 第１条～第81条 （略） 

附 則 附 則 

第１条～第22条 （略） 第１条～第22条 （略） 

（水源環境の保全及び再生に係る個人の県民税

の税率の特例） 

（水源環境の保全及び再生に係る個人の県民税

の税率の特例） 

第23条 水源環境の保全及び再生に資する事

業の充実を図るため、令和９年度から令和

13年度までの各年度分の個人の県民税につ

いて、次の各号に定めるところにより、税

率の特例措置を講ずる。 

第23条 水源環境の保全及び再生に資する事

業の充実を図るため、令和６年度から令和

８年度までの各年度分の個人の県民税につ

いて、次の各号に定めるところにより、税

率の特例措置を講ずる。 

(1) 所得割の税率は、第９条の規定にかか

わらず、100分の4.018（所得割の納税義務

者が指定都市の区域内に住所を有する場合

には、100分の2.018）とする。 

(1) 所得割の税率は、第９条の規定にかか

わらず、100分の4.025（所得割の納税義務

者が指定都市の区域内に住所を有する場合

には、100分の2.025）とする。 

(2) （略） (2) （略）

第24条 （略） 第24条 （略） 
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３  高相合同庁舎新築工事（電気）の概要 

(１) 工事名称 高相合同庁舎新築工事（電気）

(２) 工事場所 相模原市南区相模大野六丁目3957番１

(３) 主な建物 鉄筋コンクリート造 地上５階建 延床面積 約6,219㎡

(４) 議会案件

名称 請負契約者 請負契約金額 

定 

県 

第 

128 

号 

高相合同庁舎新築工事

（電気） 

株式会社 光陽電業社 

代表取締役 小川 公利 

864,342,930円 

（うち取引に係る消費税及び地方

消費税の額 78,576,630 円） 
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入 札 執 行 状 況 調 書 

工事名称 高相合同庁舎新築工事（電気） 

１ 開札年月日  令和７年９月11日 

２ 落 札 額 864,342,930 円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 78,576,630 円 

３ 入 札 回 数 １回 

４ 入札参加者及び入札高   別表のとおり 

（単位 円） 

予 定 価 格 落 札 額 最低制限価格 

844,910,000 785,766,300 785,766,300 

（別表） 

（単位 円） 

業  者  名 所在地 代表者 
入札結果 

摘要 
第１回入札高 

株式会社 光陽電業社 
川崎市中原区新丸

子東 
小川 公利 785,766,300 落札 

稲葉電気興業 株式会社 
相模原市中央区清

新 
古川 豊 辞退 

大野重電土木 株式会社 相模原市緑区大島 大野 桂 辞退 

井上電気 株式会社 海老名市大谷北 可兒 克利 辞退 

株式会社 弘陽電設 厚木市上荻野 井上 拓紀 辞退 

たちばな無線 株式会社 綾瀬市小園 笠間 博幸 辞退 

佐藤電工 株式会社 厚木市岡田 佐藤 愼哉 785,691,900 ※失格

湘南送電工事 株式会社 藤沢市西俣野 藤木 徹也 
入札書

不着 

京浜電設 株式会社 
横浜市神奈川区松

見町 
福島 佳孝 

入札書

不着 

(注) 上記金額に100分の10に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る金額である。 

(※) 入札高が最低制限価格を下回ったため失格。 
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